
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

●車の使用台数が以下の台数以上で、１人選任 

  

 一定台数以上の車を使用する事業者等は、安全運転管理者を選任して管轄する警察署に届け出

る必要があります。選任・届出しない場合は、罰則がありますので、要件に該当していないか今

一度確認をお願いします。（運行管理者選任事業所は、安全運転管理者を選任する必要がありません。） 

 自動車の使用者（事業

主等）は、安全運転管理

者等に公安委員会が行

う講習を受けさせなけ

ればいけません。 

 

※副安全運転管理者は、使用台数が 20 台超える

ごとに１人選任する必要があります。 

罰則  

●選任義務違反：50万円以下の罰金 

●届出義務違反：5万円以下の罰金 

※呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器 

※ 

※県警のホームページで質疑応答集を掲載しています。 


